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公益財団法人鳥取県環境管理事業センター 

 

 事業実施基本方針 

 

  産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって県内産業の健全な発展と県民の健康で快適な生活環境の保

全を図るため、その基盤である安全・安心に配慮した処分場を設置及び運営することを目的として、平成

２６年度第３回理事会（平成27年3月9日）で決定した「産業廃棄物管理型最終処分場の整備方針」に基

づき、次のとおり事業を行う。 

 

（１）施設整備に向けた取組 

 

  ①住民の安全・安心の確保 

    産業廃棄物管理型最終処分場（設置）に係る事業計画書の策定以来、地元住民等の不安を払拭す

るために県が実施した意見調整会議や地下水等調査会の取組結果等を踏まえながら、安全・安心な

施設を設置するための対策に万全を期して、引き続き、住民の理解がさらに深まるよう努める。 

    また、処分場業務に伴う周辺地域の環境保全について、関係自治会と環境保全協定を締結し、安全・

安心な施設運営についての透明性を高めていく。 

 

  ②廃棄物処理法に基づく施設設置手続 

    産業廃棄物管理型最終処分場（設置）に係る事業計画を具体化するために、県や関係者(団体)等

と綿密な協議・調整等を行いながら、必要な現地調査・測量及び詳細設計等を実施し、その内容に

ついての地元住民等への説明を経て、県へ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく施設の

設置許可申請を行う。 

 

  ③処分場の安全性の検証 

    地域住民の生活環境への影響把握や安全性の確認に資するため、処分場の建設工事前から、計画地

周辺の河川等の水質モニタリング等を実施する。 

 

  ④周辺整備計画の策定 

    処分場を建設する地域の生活環境の保全や地域振興に資するため、県・市の助言や支援等を受けな

がら、地元関係自治会の要望を十分反映した周辺整備計画を策定する。 

 

（２）普及啓発等の推進 

 

   産業廃棄物管理型最終処分場の必要性や安全性について、引き続き、広く県民等の理解を深めるため

の普及啓発活動（説明会、広報印刷物、ホームページ等）に努めるとともに、処分場稼働時の搬入量の

確保により長期的な安定経営を図ることとし、県内の排出事業者に対してセンター処分場の積極的な

利用について働きかけを行う。  


